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　父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない

児童を養育している家庭（ひとり親家庭）の生活の安定と自立を助

け、児童の福祉の増進を図るために手当を支給する制度です。

１　�受給資格者の収入から給与所得控除などを控除し、養育費の８
割相当額を加算した所得額と上記の額を比較して、全部支給、一
部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

２　�所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または
特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算。

　⑴本人の場合
　　①老人控除対象配偶者または老人扶養親族１人につき10万円
　　②特定扶養親族１人につき15万円
　⑵�孤児などの養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養
親族１人につき６万円

３　�扶養親族等が６人以上の場合には、１人につき38万円（扶養親族
などが２の場合にはそれぞれ加算）を加算した額

　身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童につい

て、児童の福祉の増進を図るための制度です。

　住所地の市町村で認定請求（関係書類を添付）の手続きをして、知事の認定を受けることにより支給されます。ただし、前年

の所得が一定額以上の場合は、その年度（８月〜翌年７月まで）は、手当の全部または一部が支給停止されます。また、請求者が

公的年金を受けることができたり、対象児童が福祉施設に入所しているときなどは、手当が受けられない場合があります。

※障害基礎年金に限り、子の加給と児童扶養手当を選択できる場合があります。

特別児童扶養手当
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ご存じですか？

所得制限限度額は次のとおりとなります。（年によって変わる場合もあります）

受給資格者（手当を受ける資格のある方）

手当を受ける手続き

所得制限限度額

児童扶養手当について／役場こども未来課児童福祉係☎４８２‐２９２１（課直通）
特別児童扶養手当について／役場保健福祉課社会福祉係☎４８２‐２９３５（課直通）

児童扶養手当

手当の金額（月額）

▼児童１人の場合

　全額支給／41,430円・一部支給／41,420〜9,780円

▼児童２人以上の加算額

　２人目／5,000円・３人目以降１人につき3,000円

▼１級該当児童１人につき50,400円

▼２級該当児童１人につき33,570円

　次の条件に当てはまる18歳到達後の最初の３月31日までの児

童を扶養している父（母）や、父（母）に代わってその児童を養育し

ている方に支給されます。児童が心身に中程度以上の障がいを有

する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

　①�父母が離婚した後、父（母）と生計を同じくしていない児童

　②父（母）が死亡した児童

　③�父（母）が一定の障がいの状態にある児童

　④父（母）の生死が明らかでない児童

　⑤父（母）から引き続き１年以上遺棄されている児童

　⑥父（母）が引き続き１年以上拘禁されている児童

　⑦母が婚姻によらないで生まれた児童

　身体や精神に障がい（１級・２級）のある児童の父、も

しくは母、または父母に代わって児童を養育している

方に手当が支給されます。

林業多目的センターがオープンします！
林業・木育を通した地域コミュニティーの場に
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木育の体験や作業を行うスペース（上）
馬そりなどが展示された林業歴史資料室（下）

オープニングセレモニー
８月５日㈰　13時～

※�毎年恒例の木工教室「夏休みトンカチ広

場」も同日、林業多目的センターで行い

ます。

親子の木工体験（夏休みトンカチ広
場）や、高齢者を対象とした「生きが
い講座」での木工体験、花いっぱい
運動に連動した木製プランターな
どの製作作業場所として。

町内のさまざまな場所に分散保管
されている、林業に関わる歴史資
料（作業用具・馬そりなど）を集約し、
保存展示する。また、町内で生産さ
れる木材の見本も展示する。

森林組合や民間林業会社の労
働安全講習会や、雨天時の林業
技術研修の場として。また、自
治会や老人クラブなど、地域の
方の会議の場所としても。

林業従事者や高齢者の方の健
康増進教室や介護予防教室な
どの開催場所として。また、自
治会や老人クラブなどの皆さ
んの趣味や娯楽の場としても。

年次計画で消火資機材を順
次整備し、その保管場所と
して活用。山林に近い場所
への保管となるため、効率
的な予消防対処が可能に。

自治会や老人クラブの役
員会など、少人数利用に
対応した会議室として。

※�施設全体は、地域
の方や観光客の皆
さんの災害時避難
施設として活用。


